
１　指名選考委員会開催年月日　　令和４年１月１９日　　１３時００分から

２　指名選考委員会開催場所　　　北海道立北見高等技術専門学院　学院長室

３　委員の出席状況 ４　説明委員等の状況

５　指名選考過程等

　指名選考基準

　　　オホーツク管内における当該養成施設は「学校法人栗原学園　オホーツク社会福祉専門

　　学校」のみであることから、当該機動職業訓練「介護福祉士養成科」（１４期生）の委託

　　先として選定し、地方自治施行令第１６７条の２第１項第２号及び北海道財務規則運用方

　　針第３節関係１の（２）により随意契約とする。

委員長 学 院 長

主幹（庶務）

竹川 勇人

小野寺 努

角田 光弘

出・欠

委　員

委　員

委　員 出・欠

主幹（庶務）兼能力開
発 総 合 セ ン タ ー 長

出・欠

説明員出・欠

主 査出・欠 福本 公則

補助者 主 査 森 谷 聡

番
号

Ａ Ｂ Ｃ

書　記 主 査 福本 公則委　員

訓練管理課長

入札参加者指名選考過程表

委託契約
(随意契約)

1 1 1

指名選考基準

決議の状態
指　名
候　補
者　数

全会一致

契約の種類

白方 邦彦

説明員

　※　緊急再就職訓練（長期高度人材育成コース）「介護福祉士養成科」については、国家資

　　格である「介護福祉士」の資格取得を目的としていることから、その実施業務の委託機関

概　要
指　名
者　数

11

契約の名称

緊急再就職訓練
（長期高度人材育成コース）
「介護福祉士養成科」（１４期生）
実施業務

　　については、厚生労働大臣の指定した養成施設であることが必要とされている。
特
記
事
項

　委託先の選考に当たっては、次の基準により選考する。

Ｃ

厚生労働大臣の指定する養成施設であること。

訓練実施施設がオホーツク総合振興局管内に所在していこと。

訓練定員の受け入れが可能で、必要な設備が確保できること。

規　準　条　件規準

Ａ

Ｂ



１　指名選考委員会開催年月日　　令和４年１月１９日　　１３時００分から

２　指名選考委員会開催場所　　　北海道立北見高等技術専門学院　学院長室

３　委員の出席状況 ４　説明委員等の状況

５　指名選考過程等

　指名選考基準

入札参加者指名選考過程表

委員長 学 院 長 竹川 勇人 出・欠 説明員
主幹（庶務）兼能力開
発 総 合 セ ン タ ー 長 白方 邦彦

福本 公則

委　員 主幹（庶務） 小野寺 努 出・欠 補助者 主 査 森 谷 聡

委　員 訓練管理課長 角田 光弘 出・欠 説明員 主 査

委　員 出・欠 書　記 主 査 福本 公則

委　員 出・欠

番
号

契約の名称 契約の種類

指名選考基準 指　名
候　補
者　数

指　名
者　数

概　要

Ａ Ｂ Ｃ

決議の状態

1 全会一致 1

緊急再就職訓練
（長期高度人材育成コース）
「保育士養成科」（１３期生）
実施業務

委託契約
(随意契約)

1 1 1

特
記
事
項

　委託先の選考に当たっては、次の基準により選考する。

規準 規　準　条　件

Ａ 厚生労働大臣の指定する養成施設であること。

Ｂ 訓練実施施設がオホーツク総合振興局管内に所在していこと。

Ｃ 訓練定員の受け入れが可能で、必要な設備が確保できること。

　※　緊急再就職訓練（長期高度人材育成コース）「保育士養成科」については、国家資格で

　　ある「保育士」の資格取得を目的としていることから、その実施業務の委託機関について

　　は、厚生労働大臣の指定した養成施設であることが必要とされている。

　　　オホーツク管内における当該養成施設は「学校法人栗原学園　オホーツク社会福祉専門

　　学校」のみであることから、当該機動職業訓練「保育士養成科」（１３期生）の委託先と

　　して選定し、地方自治施行令第１６７条の２第１項第２号及び北海道財務規則運用方針第

　　３節関係１の（２）により随意契約とする。



１　指名選考委員会開催年月日　　令和４年１月１９日　　１３時００分から

２　指名選考委員会開催場所　　　北海道立北見高等技術専門学院　学院長室

３　委員の出席状況 ４　説明委員等の状況

５　指名選考過程等

　指名選考基準

入札参加者指名選考過程表

委員長 学 院 長 竹川 勇人 出・欠 説明員
主幹（庶務）兼能力開
発 総 合 セ ン タ ー 長 白方 邦彦

福本 公則

委　員 主幹（庶務） 小野寺 努 出・欠 補助者 主 査 森 谷 聡

委　員 訓練管理課長 角田 光弘 出・欠 説明員 主 査

委　員 出・欠 書　記 主 査 福本 公則

委　員 出・欠

番
号

契約の名称 契約の種類

指名選考基準 指　名
候　補
者　数

指　名
者　数

概　要

Ａ Ｂ Ｃ

決議の状態

1 全会一致 1

緊急再就職訓練
（長期高度人材育成コース）
「総合事務科」（５期生）
実施業務

委託契約
(随意契約)

1 1 1

特
記
事
項

　委託先の選考に当たっては、次の基準により選考する。

規準 規　準　条　件

　　校」のみであることから、当該機動職業訓練「総合事務科」（５期生）の委託先として選

　　として認定した施設であることが必要とされている。

Ａ 文部科学大臣が認定した職業実践課程施設であること。

Ｂ 訓練実施施設がオホーツク総合振興局管内に所在していこと。

Ｃ 訓練定員の受け入れが可能で、必要な設備が確保できること。

　※　緊急再就職訓練（長期高度人材育成コース）「総合事務科」については、学校教育法に

　　基づく専修学校の専門課程のうち、専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定

　　に関する規定（平成25年文部科学省告示第133号）に基づき文部科学大臣が職業実践課程

　　　オホーツク管内における当該養成施設は「学校法人栗原学園　北見情報ビジネス専門学

　　定し、地方自治施行令第１６７条の２第１項第２号及び北海道財務規則運用方針第３節関

　　係１の（２）により随意契約とする。



１　指名選考委員会開催年月日　　令和４年１月１９日　　１３時００分から

２　指名選考委員会開催場所　　　北海道立北見高等技術専門学院　学院長室

３　委員の出席状況 ４　説明委員等の状況

５　指名選考過程等

　指名選考基準

　　として認定した施設であることが必要とされている。

　　　オホーツク管内における当該養成施設は「学校法人栗原学園　北見情報ビジネス専門学

　　校」のみであることから、当該機動職業訓練「情報通信科」（４期生）の委託先として選

　　定し、地方自治施行令第１６７条の２第１項第２号及び北海道財務規則運用方針第３節関

　　係１の（２）により随意契約とする。

特
記
事
項

　委託先の選考に当たっては、次の基準により選考する。

規準 規　準　条　件

Ａ 文部科学大臣が認定した職業実践課程施設であること。

Ｂ 訓練実施施設がオホーツク総合振興局管内に所在していこと。

Ｃ 訓練定員の受け入れが可能で、必要な設備が確保できること。

　※　緊急再就職訓練（長期高度人材育成コース）「情報通信科」については、学校教育法に

　　基づく専修学校の専門課程のうち、専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定

　　に関する規定（平成25年文部科学省告示第133号）に基づき文部科学大臣が職業実践課程

緊急再就職訓練
（長期高度人材育成コース）
「情報通信科」（４期生）
実施業務

委託契約
(随意契約)

1 1 1

指　名
者　数

概　要

Ａ Ｂ Ｃ

決議の状態

1 全会一致 1

番
号

契約の名称 契約の種類

指名選考基準 指　名
候　補
者　数

委　員 出・欠 書　記 主 査 福本 公則

委　員 出・欠

福本 公則

委　員 主幹（庶務） 小野寺 努 出・欠 補助者 主 査 森 谷 聡

委　員 訓練管理課長 角田 光弘 出・欠 説明員 主 査

入札参加者指名選考過程表

委員長 学 院 長 竹川 勇人 出・欠 説明員
主幹（庶務）兼能力開
発 総 合 セ ン タ ー 長 白方 邦彦



１　指名選考委員会開催年月日　　令和４年１月１９日　　１３時００分から

２　指名選考委員会開催場所　　　北海道立北見高等技術専門学院　学院長室

３　委員の出席状況 ４　説明委員等の状況

５　指名選考過程等

　指名選考基準

　　　オホーツク管内における当該養成施設は「学校法人上村学園　北見美容専門学校」のみ

　　地方自治施行令第１６７条の２第１項第２号及び北海道財務規則運用方針第３節関係１の

　　（２）により随意契約とする。

特
記
事
項

　委託先の選考に当たっては、次の基準により選考する。

規準 規　準　条　件

　　であることから、当該機動職業訓練「美容師養成科」（４期生）の委託先として選定し、

Ａ 厚生労働大臣の指定する養成施設であること。

Ｂ 訓練実施施設がオホーツク総合振興局管内に所在していこと。

Ｃ 訓練定員の受け入れが可能で、必要な設備が確保できること。

　※　緊急再就職訓練（長期高度人材育成コース）「美容師養成養成科」については、国家資

　　格である「美容師」の資格取得を目的としていることから、その実施業務の委託機関につ

　　いては、厚生労働大臣の指定した養成施設であることが必要とされている。

緊急再就職訓練
（長期高度人材育成コース）
「美容師養成科」（４期生）
実施業務

委託契約
(随意契約)

1 1 1

指　名
者　数

概　要

Ａ Ｂ Ｃ

決議の状態

1 全会一致 1

番
号

契約の名称 契約の種類

指名選考基準 指　名
候　補
者　数

委　員 出・欠 書　記 主 査 福本 公則

委　員 出・欠

福本 公則

委　員 主幹（庶務） 小野寺 努 出・欠 補助者 主 査 森 谷 聡

委　員 訓練管理課長 角田 光弘 出・欠 説明員 主 査

入札参加者指名選考過程表

委員長 学 院 長 竹川 勇人 出・欠 説明員
主幹（庶務）兼能力開
発 総 合 セ ン タ ー 長 白方 邦彦


